
アメリ力がっ

(カ 賃金率，就業規則，労働条件の改正に関する紛争であ っ て

両当事者間で調整されなかった件 げ)全国鉄道調整委員会に

付託しえない事件であって，両当事者の間で調整されなかった

件である。

国家調停委員会で友好的解決を見なか った事件は両当事者が

指名した委員およびこの指名された委員がさらに指名する委員

3 人または 6 人から成る仲裁委員会に付されることができる。

仲裁裁定は両当事者が十I '裁同意出をも っ てこれを誠実に実行す

る旨を約定しなければならない。

上の緒方法によっても妥結を見なかったときは，大統領の任

命する緊急委員会 (Emergency Board) が臨時的に設けられる

ことがある。なお同法には航空運送人とその従業員とに適用さ

れる規定も第 2 繍として含んでいる。その内容は上記の鉄道に

関する第 1 編におおむね照応するものである。

(2) 鉄道退職法 鉄道従業員の退職制度について 1935 年に

本法 (Railroad Retirement Act) が制定された。その 1954 年

改正法の内容はっき.のとおりである。本法の適用を受ける事業

者としての運送人は州際交通法第 l 繍に規定される鉄道巡送人，

エキスプレスおよび寝台車会社である。そのほかにこれら巡送

人が直接・間接に所有しまたは支配する事業の事業者もこれに

含まれる。その従業員であって年齢 65 才以上，年齢 60 才以上

で勤続 30 年以上， 勤続 30 年以上で精神的・身体的欠陥のため

離職した者がこの制度の利益を受ける。負担金は租税の形式で

鉄道側と従業員側とから国庫に納付される。

退職年金は養老，疾病および遺族に与えられ，その額は月当

り平均給与 (monthly compensation) の一定割合に勤続年数を

乗じたものであり，毎月支払われる。この平均給は勤務刻l聞に

わたる暦月についての平均給与である。実際にはこ の平均月給

を 3 部分に分ち各部分に別々の創j合を梁じて算出される。 1954

年改正法では最初の 50 ドノレの 2.75 % ，っき.の 100 ドノレの 2.07 % ，

つぎの 200 ドルの1.38 % である。 法第 3 条例。

退職制度の施行後関として鉄道退職委員会 (Railroad Reti 

rement Board) が設置されている。 この委員会は上院の倣i篤

と同意により大統領がこれを任命する 3 人の委員から成る。委

員の l 人は従業員代表，他の 1 人は事業主代表，残りの l 人は

大統領の独自の意見による者であり，これを委員長とする。委

員長は事業主ならびに従業員団体と雇用または金銭的その他の

利筈関係をも ってはならない。同委員会には地方に事務所 ・ 支

所が分散設置されている。これらはいずれも退職制度事務のほ

かに失業保険に関する事項をも取扱う。この退職金支払には財

務省の国庫内に鉄道退職勘定 (Railroad Retirement Account) 

が設けられており，国庫はこれに対して年々一定額を支出 し，

また予備金をも備えている。なおこの勘定に関しては保険統計

諮問委員会 (Actuarial Advisory Committee 委員 3 人)が設

けられ，退職委員会の作成する統計報告窃 ・ 概算訟を検査し，

かつ統計方法の必要な変更勧告などを行う。

なお一般の社会保障法との関係については，社会保障法 (80'

cial 8ecuri ty Act) 第 210 条に定義されている L腐用1 には鉄

道退職法第 l 条(b)に定めてある，従業員としてーの雇用を含まな

いことを規定し，社会保障法は鉄道従業員には適用きれないこ

とを明らかにしている。

(3) 鉄道失業保険法鉄道従業員の失業保険を央施すること

はすでに 1933 年に置かれた迷邦調整官の下で論議されたので

あり，前記の鉄道退職法の制定直後従業員組合において新立法

が推進され， 1938 年に鉄道失業保険法 (Railroad Unemployｭ

ment Insurance Act) の制定を見た。鉄道従業員の失業には

2 極があり，その l は輸送量の著滅，施設の調整， 企業合同な

どの原因による恒久的のものであり ，他は周期的または季節的

失業であってその期間もかぎられている。鉄道失業保険制度は

後者についての保険を趣旨とするものである。

本制度の管理後関は鉄道退職委員会(前出)である。問委員会

に失業登録をした日から失業日が開始する。また保険料は問委

員会がこれを徴収する(退職については国庫が租税として収受

する)。保険料率は従業員の給与月額の 3% である。事業者は

これを鉄道退職委員会に支払わなければならない。もっとも従

業員団体の役員または代表もこれを支払うことができる。ある

州において雇用状況が良好であり，失業の比較的少ない事業で

は保険料率を2.7 % 以下に引下げることが許容されている。保険

給付は資格従業員に (7) 7 日をこえる失業日中その毎日につ

いて支給される(最長失業日数は 130 日である). (1) 従業員の

疾病についても同様である。(妨婦人従業員の出産に当っては

その前後の一定期間にわたり毎日について支給される。その最

長回数は 84 日と する。 支払の日は上の委員会が適当に定める。

保険の給付額は従業員の給与年額によって段階がついており，

例示すればつぎのとおりである。

基本年給与額 給付日傾

400- 499.99 ドノレ 3.50 ト.ノレ

500- 749.99 4.00 

750 -_ 999.99 4.50 

(中 略)

2,000-2,499.99 6.50 

3,000-3,499.99 7.50 

財務省では，失業信託基金 (unemployment trust fund) の

中に鉄道失業保険勘定 (railroad unemployment insurance 
90 

account) が設けてあり，これには保険料額の 一一 および保険
100 

準備金利子などが払込まれ，これからは保険給付の支給と超過

保険料の払戻しとのためにのみ委員会に支出される。なお国庫

内には月IJに鉄道失業保険運営基金 (Railroad Unemp]oyment 

Insurance Administration Fund) が設けられており，保険料
10 

傾の一一， 国会が同法施行に必要または付帯干の技用として支出
100 

する額などを払込む。

4 監督

アメリカにおける公益事業系統産業は連邦ならびに州政府に

よりきわめて厳重な規制jを受けているが，その起源あるいは典

型となったものは鉄道である。規制の根因は国民生活上の不断

必需性に対し独占性の強大 ・貯政性の欠如等にある。しかるに鉄

道は電気通信 ・ 電気 ・ ガス ・ 水道等に く らべ独占性が不完全で

あり，しかも近年それがいちじるしくくずれて来ているために，

これに対する監F倍規制も非巡輸公益事業にくらべすこぶる復雑

化しif!}J帰しているといってよい。鉄道に対する連邦政府の監督

規制は前章州際交通法の節にその概要を示したとおりであるが，

公益事業として規制の主要項目をあげると (1) 創設・建設 ・営

業中・廃止の規制 (2) 独占容認による破滅的競争の事態の起

ることの防止 (3) サーピ式提供責任の明示 (4) 合理公正料

金を明示しこれにもとづく料金の規制U (5) 不公正な差別待遇

の禁止 (6) サービス内容の規制 (7) 会計の規制u (合理公正

料金の設定のため) (8) 資本 ・証券発行の規制 (9) 企業の

一定報告替の作成提出義務 (10) 行政軽量関の企業調査権限等で

あり，鉄道規制においてはこのうち(2)がきわめて不完全とレわ

なければならないほか，他種公益事業規制の典型となった。

これら監督行政儀関としてはアメリカ独特ともいうべき独立
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